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景観法に基づく景観づくりの基準 

景観計画区域における行為の制限に関する事項 

 

 

 

 

我孫子市 
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景観法・景観条例に基づく届出が 
必要な行為 

我孫子市全域で景観法・景観条例に基づく行為の届出が必要です。 

届出が必要な行為 

屋外広告物 

開発行為 

木竹の植栽又は伐採 

屋外における土石、
廃棄物、再生資源 
その他の物件の堆積 

建築物 

工作物 

 千葉県屋外広告物条例（昭和 44 年千葉県条例第５号）で定める許可

を必要とするもので、高さが４ｍ以上のもの、または表示面積 10 ㎡

を超えるもの 

※計画している行為に応じて、必要なページをごらんください。 

景観計画区域（市全域―特定地区を除く） 

 新設、増築、改築もしくは移転で、高さが 10ｍを超えるもの、また

は５ｍを超える擁壁 

 上記に該当する工作物の外観を変更することとなる修繕もしくは模

様替、または色彩の変更で、当該外観の１／３を超える変更 

 都市計画法第 29 条第 1 項に規定する開発許可を要する開発行為（自 

己の居住の用に供する専用住宅の建築の用に供する目的で行う開発

行為はこの規定から除外） 

 

 地域森林計画対象民有林であるもので、一体として面積が 500 ㎡を

超えるもの 

 

 集積もしくは貯蔵の高さが３ｍを超えるもの、またはその用に供され

る土地の面積が 500 ㎡を超えるもの 

 

 新築、増築、改築もしくは移転で、 

ア．高さが 10ｍを超えるもの 

イ．住戸数（寄宿舎等の場合は室数）が４以上の共同住宅、長屋や寄

宿舎等に類するもの 

ウ．開発行為の完了公告の日から１年以内の土地に建築されるもの 

エ．一団の土地に建築される４棟以上の専用住宅 

オ．300 ㎡を超える敷地に建築されるもの（専用住宅と共同住宅等

はこの規定から除外） 

カ．市街化調整区域における高さが 10ｍを超えない自己の専用住

宅、または農林漁業の用に供するものを除くすべてのもの 

キ．アからカに該当する建築物の外観を変更することとなる修繕もし

くは模様替、または色彩の変更（ただし、見付面積（建築物の一

つの面における屋根を除く垂直投影面積）に対する変更の範囲が

その見付面積の１／３以内で、かつ色彩基準に適合するものを除

く） 

 

ページ 
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景観法・景観条例に基づく届出が必要な行為 

 

 

 

 

※特定地区の詳細な範囲については、担当にご確認ください。 

手賀沼ふれあいライン特定地区 

手賀沼ふれあいライン特定地区 

 新築、増築、改築もしくは移転で、高さが 10ｍ以下の自己の専

用住宅を建築する場合、または農林漁業を営むために行う通常の

行為を除くすべてのもの 

 上記に該当する建築物の外観を変更することとなる修繕もしくは

模様替、または色彩の変更（ただし、見付面積（建築物の一つの

面における屋根を除く垂直投影面積）に対する変更の範囲がその

見付面積の１／３以内で、かつ色彩基準に適合するものを除く） 

 

 新設、増築、改築もしくは移転で、高さが５ｍを超えるもの、ま

たは２ｍを超える擁壁 

 上記に該当する工作物の外観を変更することとなる修繕もしくは

模様替、または色彩の変更で、当該外観の 1／３を超えるもの 

 
 都市計画法第29条第1項に規定する開発許可を要する開発行為

（自己の居住の用に供する専用住宅の建築の用に供する目的で行

う開発行為はこの規定から除外） 

 

 地域森林計画対象民有林であるもので、面積が 500 ㎡を超える

もの 

 

 集積もしくは貯蔵の高さが 1.5ｍを超えるもの、またはその用に

供される土地の面積が 300 ㎡を超えるもの 

  

 千葉県屋外広告物条例（昭和 44 年千葉県条例第５号）で定める

許可を必要とするもの 
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屋外広告物 

開発行為 

工作物 

建築物 

屋外における土石、
廃棄物、再生資源 
その他の物件の堆積 

 

木竹の植栽又は伐採 
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景観計画区域の 
景観づくりの基準 

建築物・工作物の新築など 

道路と敷地の境界線 

 
壁面を後退させて、歩行者
に開放されたオープンペ
ースを確保する 

 

エントランスや低層部は、歩行者の安全性や
視線に配慮し、親しみやうるおいを与える 

 

計画地内の樹林を
保全・活用する 

 

 手賀沼や古利根沼、利根川の水辺、斜面林をはじめと

する樹林地や屋敷林、田園の緑への眺望を遮らない位

置・規模としてください。 

 圧迫感を与えない位置とし、道路などの公共空間に面

する部分に、歩行者に開放されたオープンスペースを

確保してください。 

 圧迫感や違和感を与えない、周囲から著しく突出しな

い規模・形態としてください。 

 壁面については周辺の景観と調和した構成とし、圧迫

感を与えないよう位置を後退したり、形状を工夫して

ください。 

 建築物のエントランスや低層部分は、歩行者の安全性

や視線に配慮し、開口部の表情づくりなどで人々に憩

いや親しみを与え、まちに魅力をつくり出してくださ

い。 

 屋上または壁面に設置する設備機器は、目立たないよ

うにしてください。 

 屋根の形状は、周辺の景観との連続性に配慮してくだ

さい。 

 屋外階段やベランダ、バルコニーなどは、建築物本体

と調和した形態としてください。 

 道路きわに設置する塀や擁壁は、建築物や周辺景観に

調和したデザインとしてください。 

道路と敷地の境界線 

一定の規模を超える行為は良好な景観をつくるための配慮が必要です。 

長大な壁面が圧迫感を与えないよう
壁面のデザインに配慮する 

周辺の景観との連続性に配慮した
屋根の形状とする 

設備機器は、遮へいなどによって
目立たないようにする 

屋外階段などは建築物本体と
調和させる 

１階部分の壁面を後退させて、
緑化スペースを確保する 

 

●建建築築物物・・工工作作物物のの位位置置・・規規模模・・形形態態・・意意匠匠  
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国道６号・商業地区――都市計画道路３・３・６国道６号の境界

線から50m以内の区域、商業地域及び近隣商業地域 

 外壁の面積の４／５以上の部分については、以下の色彩を使

用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般地区――国道６号・商業地区及び特定地区以外の地区 

 外壁の面積の 14／15 以上の部分については、以下の色彩

を使用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●外壁の基調をなす部分の色彩（ベースカラー） 

 

色 相 明 度 彩 度 

Ｒ（赤） 

ＹＲ（橙） 

Ｙ（黄） 

全範囲 

６以下 

ＧＹ（黄緑） 

Ｇ（緑） 
４以下 

ＢＧ（青緑） 

Ｂ（青） 

ＰＢ（青紫） 

Ｐ（紫） 

ＲＰ（赤紫） 

２以下 

Ｎ（無彩色）  

 

景観計画区域の景観づくりの基準 

色 相 明 度 彩 度 

Ｒ（赤） 

ＹＲ（橙） 

Ｙ（黄） 

全範囲 

４以下 

ＧＹ（黄緑） 

Ｇ（緑） 

ＢＧ（青緑） 

Ｂ（青） 

ＰＢ（青紫） 

Ｐ（紫） 

ＲＰ（赤紫） 

２以下 

Ｎ（無彩色）  

 

●建建築築物物のの色色彩彩  
 

4 

注）Ｐ4、5 「外壁の面積」は外壁の見付面積を指します。 
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国道６号・商業地区 

 外壁の面積の１／５以下の部分については、以下の色彩

を使用できます。なお、外壁の面積の１／20 以下につ

いては、蛍光色を除くすべての色彩を使用できます。 

 

一般地区 

 外壁の面積の１／15 以下の部分については、以下の色

彩を使用できます。なお、外壁の面積の１／45 以下の

部分については、蛍光色を除くすべての色彩を使用でき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

色 相 明 度 彩 度 

Ｒ（赤） 

ＹＲ（橙） 

Ｙ（黄） 

全範囲 

10 以下 

ＧＹ（黄緑） 

Ｇ（緑） 
８以下 

ＢＧ（青緑） 

Ｂ（青） 

ＰＢ（青紫） 

Ｐ（紫） 

ＲＰ（赤紫） 

６以下 

Ｎ（無彩色）  

 

国道６号・商業地区・一般地区共通 

 屋根については、以下の色彩を使用してください。 

 

色 相 明 度 彩 度 

Ｒ（赤） 

ＹＲ（橙） 

Ｙ（黄） 

６以下 

６以下 

ＧＹ（黄緑） 

Ｇ（緑） 

ＢＧ（青緑） 

Ｂ（青） 

ＰＢ（青紫） 

Ｐ（紫） 

ＲＰ（赤紫） 

４以下 

Ｎ（無彩色） ８以下  

 

●外壁の小面積を占める部分の色彩（アクセントカラー） 

 

●屋根の色彩（ルーフカラー） 
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アイストップとなる位置を 
活かして、うるおいのある 
まちかどをつくる 

 

 建築物の敷地に設置される工作物は、素材そのものの色、

または外壁の色彩基準に適合させてください。 

 単独の工作物は、素材そのものの色や明度 6 以下、彩度

６以下の色彩としてください。 

 斜面林や屋敷林をはじめとする既存の樹木や樹林を保

全・活用してください。 

 地域の植生や生物の生息、四季の移り変わりなどに配

慮した緑化計画を立て、彩りのある景観づくりをして

ください。 

 樹木の配置や樹種の構成などに配慮し、道路きわを引

き立ててください。 

 被覆されていない土地の確保や雨水の地下浸透などに

より、樹木の良好な生育環境づくりをしてください。 

 エントランスは、シンボルツリーを植栽するなど、魅

力ある表情を創出してください。 

 駐車場や駐輪場、ゴミ置場などの建築物に付帯して必

要となる施設は、緑化や位置の工夫などにより、目立

たないようにしてください。 

 法面や擁壁は、圧迫感を与えます。土地の高低差によ

りやむを得ず発生する場合でも、道路きわから後退し

たり、形状を工夫してください。また、緑化や自然素

材の活用により、やわらかい印象を与えてください。 

 道路きわは、空間を閉鎖する万年塀やブロック塀、殺風

景な印象を与えるネットフェンスの設置はできる限り避

け、形態の工夫やうるおいのある表情を創出してくださ

い。 

 オープンスペースを確保することにより、人々に憩いや

親しみ、まちに魅力を与えてください。 

 建築物などを移転、除却する場合も、できる限り既存の

樹木を保全してください。 

 周囲の景観から著しく突出する素材の使用は控えてくだ

さい。 

 周囲の景観に調和し、年月の積み重ねの中で風格や味わ

いを増す材料を使用するよう努めてください。 

四季折々の表情をつくる 
シンボルツリーを植栽する 
 

景観計画区域の景観づくりの基準 

角地を活かして印象的な 
まちかどをつくる 

 

※シンボルツリー…地域やその場を特徴づける樹木 

※アイストップ…道路の突き当たりなどにある視線を引きつける
対象物 

▲電柱の色彩をダークブラウンとする
ことにより、まちなみの中で目立たな
くしています。（船戸２丁目） 

▲ポケットパークを確保するとともに、駐輪場を
緑で修景しています。（天王台４丁目） 

敷地の立地条件を活かした緑の配置を考える 

 

●工工作作物物のの色色彩彩  

 

●建建築築物物・・工工作作物物のの素素材材 
 

●敷敷地地のの緑緑化化  
 

●そそのの他他  
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▲外壁の色彩に配慮するとともに、緑を配して 
います。（船戸２丁目） 

戸戸建建住住宅宅  

周辺と調和する屋根の
形状・色彩とする 

落ち着きのある外壁の色彩とする 

既存の樹木を保全・活用して 
シンボルツリーとする 

門のまわりの装置類（郵便受け・ 
インターホン・メーターなど）を 
整理してまとめる 

生垣の連続性を尊重する 

花木などの季節感を 
与える植栽とする 

入口まわりにゆとりをもたせる 

▲各戸が緑を確保することによって、四季折々の
表情が豊かなまちなみをつくり出しています。
（高野山） 

 

▲門塀の位置を工夫して、緑で演出しています。
（中峠） 

 

▲建築物の形態や色彩に配慮し、統一感のある
まちなみをつくり出しています。 

（我孫子３丁目） 

 

7 

まちなみのつながりに配慮する 



8 

▲エントランスのよく手入れされたシンボルツリ
ーがマンションの印象を高めています。 

（船戸１丁目） 

 

集集合合住住宅宅  

まちかどをシンボルツリーと
広場で演出する 

道路きわを緑化する 

駐車場まわりを 
緑で修景する 

ゴミ置き場を 
緑で修景する 

周辺と調和する屋根の形状とする 

落ち着きのある外壁の色彩とする 

室外機の位置
に配慮する 

壁面を後退させ、 
ゆとりを与える 

景観計画区域の景観づくりの基準 

バルコニーを建築物と 
一体的なデザインとする 

▲外壁や屋外階段、外回りの色彩に配慮し、一体
感を与えています。（中峠） 

▲建築物と一体的にオープンスペースを計画
するとともに、夜間の魅力ある景観づくりに
も配慮しています。（天王台４丁目） 

▲景観に配慮した柵と緑化によって、駐車場を
整えています。（川崎市） 

8 
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▲多様な樹種が店舗と調和するよう配置されて
います。（布佐） 

 

スカイラインを考慮した
屋根の形状とする 

屋上設備を屋根と一体的に処理する 

シンボルツリーでまちかど
を演出する 

まちかどに小広場を確保し、
ゆとりを与える 

足元まわりを緑化する 

アクセントカラーを
効果的に使用する 

近近隣隣のの商商業業施施設設  

外壁の色彩・素材は 
派手なものを控える 

壁面を後退させることにより、
歩行者空間を確保する 

窓辺を緑化する 

ショーウィンドウによって
にぎわい感を演出する 

広告物を集約化する 

▲外壁・テント・広告物を彩度を抑えた
色彩でそろえることによって、統一感を
もたせています。（川崎市） 

 

 

 

▲1 階部分の店舗のテントがアクセントと
なっています。（本町２丁目） 

▲階段の脇を緑化スペースとして 
役立てています。（我孫子１丁目） 

▲階段手すりとデザインをそろえた 
門が１階店舗を引き立てています。
（本町２丁目） 
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外壁は派手な色彩や素材の
使用を控える 

広告物は派手な色彩を控え、建築物と調和
するデザインや植栽と組み合わせるなどに
よって品格のあるものとする 

通りからの目印となるよう 
エントランスをシンボルツリーで演出する 

機械室や設備類は建築物と一体的に計画し、
周辺から見えないよう工夫する 

駐車場まわりを
緑で修景する 

周辺と調和する屋根の
形状とする 

沿沿道道のの商商業業施施設設 

景観計画区域の景観づくりの基準 

道路きわを緑化する 

▲本来のコーポレートカラーの明度・彩度を抑えることにより、景観づくりに協力しています。（高野山、若松） 
 

▲広告物を低く抑えています。（つくば市） ▲道路きわを緑化するとともに、広告物の形態や
素材に配慮しています。（千葉市） 

10 
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●法面・擁壁 

 

開発行為 

 手賀沼や古利根沼、利根川の水辺、斜面林をはじめとする樹林

地や屋敷林、田園の緑への眺望を遮らないようにし、また、計

画地内の湧水や緑などの景観資源を保全・活用してください。 

 被覆されていない土地の確保や雨水の地下浸透などにより、樹

木の良好な生育環境づくりをしてください。 

 建築物等の配置や形態などに配慮し、既存の道路の拡幅や道路

の新設、オープンスペースを確保するなどの工夫を行い、景観

形成に資する良好な基盤をつくってください。 

計画地内の樹木・樹林を
保全・活用する 
 

できる限り従前の地形
を活用する 

 

長大な法面・擁壁が生じないように配慮するとともに、
その形態や自然素材の活用に努める 

 

建築物の配置・形態やオープンス
ペースの確保に努め、良好な景観
づくりを図る 

 

雨水の地下浸透に配慮する 

 

▲擁壁の前面を緑化し、うるおいを与えています。
（天王台３丁目） 

▲擁壁につる性植物を組み合わせることにより、印象
をやわらげています。（栄） 

 法面や擁壁は、圧迫感を与えます。土地の高低差によりや

むを得ず発生する場合でも、道路きわから後退したり、形

状を工夫してください。また、緑化や自然素材の活用によ

り、やわらかい印象を与えてください。 

 

▲高低差の大きい擁壁を緑化ブロックとするこ
とにより、圧迫感を軽減するとともに、手賀
沼への眺望にも配慮しています。（高野山） 

▲擁壁を工夫することにより、うるおいを与えていま
す。（川崎市） 

11 
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▲殺風景になりやすい車庫の周りの舗装に配慮して
います。（東我孫子２丁目） 

 

▲車庫の舗装に枕木を用い、やわらかい印象を与え
ています。（寿２丁目） 

 

駐車場内を高木緑化する 

 
効率的な駐車台数と 
緑化スペースの確保 
を検討する 

 

透水性に配慮した路面仕上げ 

 

景観計画区域の景観づくりの基準 

▲ゴミ置き場に周辺のまちなみと調和する色彩のレ
ンガを用いるとともに、前面に壁を立ち上げ、ゴミ
が目立たなくするようにしています。（佐倉市） 

▲舗装の工夫によって、駐車場はちょっとした広場の
ように感じられます。（高野山） 

生垣 

 

明るい印象を与える中木・高木 

 

ゴミ置き場 

 

●駐車場・駐輪場・ゴミ置き場など 

 舗装の素材に配慮する 

12 
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木竹の植栽又は伐採 

 樹木の伐採は、道路きわをできる限り避け、択伐などによって

必要最小限に抑えてください。 

 ランドマークとなる樹木は、保全や移植に努めてください。 

 樹木の植栽は、周辺の緑との連続性、地域の植生や生物の生息、

四季の移り変わりなどに配慮した緑化計画を立て、優れた自然

環境の形成を図ってください。 

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 

 出入口は、必要最小限の幅に抑えてください。また、安全

に配慮した位置としてください。 

 集積や貯蔵は、周辺から目立たないようにし、高さを抑え、

整然と行ってください。 

 計画地の周囲は、生垣の設置などによって遮へいし、周辺

の景観と調和させてください。 
集積は整然と行う 

 

高さを抑える 

 

緑と組み合わせて 
周囲を修景する 

 

幹線道路沿いや交差点に出入口を設けない 

 

出入口は、必要最小限の幅・数とする 

緑などで遮へいする 

道路きわを避け、建物の 
背後などで行う 

▲手賀沼の斜面林は我孫子市の重要な景観
資源であり、保全が必要です。 

ランドマークとなる樹木や 
道路きわの樹木の伐採は避ける 

 

13 
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 広告物の表示面積の１／２以上の部分については、以下

の色彩を使用してください。 

 独立広告物の支柱などの表示面以外の部分は、明度６以

下、彩度６以下の色彩を使用してください。 

 

色 相 明 度 彩 度 

Ｒ（赤） 

ＹＲ（橙） 

Ｙ（黄） 

全範囲 

10 以下 

ＧＹ（黄緑） 

Ｇ（緑） 
８以下 

ＢＧ（青緑） 

Ｂ（青） 

ＰＢ（青紫） 

Ｐ（紫） 

ＲＰ（赤紫） 

６以下 

Ｎ（無彩色）  

 

屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置 

 広告物の位置や形態は、手賀沼などの水辺や緑への眺望及び周辺の景観との調和に配慮してください。 

 広告物の面積や数量は、必要最小限に抑えてください。 

 周囲の景観から著しく突出する形態や素材の使用は控えてください。 

広告物の個数・情報量は 
必要最小限に抑える 複数の広告物は 

集合化・集約化する 
 

野立て広告物は 
できる限り控える 

景観計画区域の景観づくりの基準 

●広広告告物物のの色色彩彩  
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手賀沼ふれあいライン特定地区の 
景観づくりの基準 

景観形成の考え方 

● 人と鳥が共存できる我孫子らしい緑と水辺が一体となった景観づくり 

● まち全体に水辺や緑の豊かさ、賑わいなどの多様な表情が感じられる、魅力ある景観づくり 

● 道の特性や歴史的・文化的遺産を活用し人の回遊に配慮した景観づくり 

道路きわにおける景観形成事業に対する補助 

特定地区では、道路きわにおける良好な景観づくりを

推進していくために、地区の景観形成の方針に適合し

た行為に対し、補助金を交付することとしています。 

補助の対象となる行為は、右のようなものがあります。 

手賀沼ふれあいライン沿道 
沿道における彩りや華やかさのある景観づくりを

図る。 

・シンボルツリーの植栽 

・街路樹や植栽帯による広がりのある緑の形成 

・草花などによる華やかな歩行空間の演出 

・花木と看板や外壁の効果的な組み合わせ など 

ハケの道沿道 
斜面林と道路きわの緑とのつながりに配慮

し、うるおいのある緑化等を図る。 

・斜面林の保全 

・法面・擁壁の緑化 

・沿道における生垣緑化 

・湧水の保全           など 

手手賀賀沼沼ふふれれああいいラライインン  

ハハケケのの道道  

斜面林の保全・育成 

緑豊かなオープン 
スペースを確保する 

 

三樹荘の緑などの斜面林への 
眺めを妨げない景観づくり 

手賀沼の気配を感じさせるよう空の広がりを大切にする 

落ち着きのある外壁の色彩 

斜面林への眺めに配慮した 
建築物の規模・形態 

 

低層部の賑わいの 
ある表情づくり 

 

駐車場などの緑化 

●生垣または花壇を設置するとき 

●擁壁または個人駐車場を修景するとき 

●伝統的な屋根付きの板塀・土塀などを

設置するとき 

●その他市長が認めたもの 

我孫子らしい緑と水辺が調和した景観づくりを進めましょう。 

景観づくりのイメージ 

15 
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 外壁の面積の９／10 以上の部分については、以下の色彩

を使用してください。ただし、木材、石材などの自然素材

を使用する場合は、この限りではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外壁の面積の１／10 以下の部分については、以下の色彩

を使用できます。なお、外壁の面積の３／100 以下につ

いては、蛍光色を除くすべての色彩を使用できます。 

 

 

 

 

 屋根については、以下の色彩を使用してください。 

 

 

 

 

色 相 明 度 彩 度 

５Ｒ（赤）～ 

YR（橙）～ 

５Ｙ（黄） 

５以上 
ただし、４階以上

の部分について

は、７以上 

４以下 

その他の色相 使用できません 

Ｎ（無彩色） ３以上  

 

色 相 明 度 彩 度 

Ｒ（赤） 

ＹＲ（橙） 

Ｙ（黄） 

全範囲 

10 以下 

ＧＹ（黄緑） 

Ｇ（緑） 
８以下 

ＢＧ（青緑） 

Ｂ（青） 

ＰＢ（青紫） 

Ｐ（紫） 

ＲＰ（赤紫） 

６以下 

Ｎ（無彩色）  

 

※色彩の例示については 5 ページを参照してください。 

色 相 明 度 彩 度 

５Ｒ（赤）～ 

YR（橙）～ 

５Ｙ（黄） 

６以下 
４以下 

その他の色相 ４以下 

Ｎ（無彩色） ８以下  

 

建築物・工作物の新築など 

手賀沼ふれあいライン特定地区の景観づくりの基準 

※位置・規模・形態・意匠や敷地の緑化などの景観づくりの基準については、3・6 ページを参照してください。 

●外壁の基調をなす部分の色彩（ベースカラー） 

 

●外壁の小面積を占める部分の色彩（アクセントカラー） 

 

●屋根の色彩（ルーフカラー） 

 

●建建築築物物のの色色彩彩  
 

16 
注）「外壁の面積」は外壁の見付面積を指します。 
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 設置位置は、地盤面から10ｍ以下にしてください。 

 １棟につき１基とし、１基当たりの表示面積は、３.５㎡以下にしてください。 

 表示面積の１／２以上の部分については、以下の色彩を使用してください。 

 
色 相 明 度 彩 度 

Ｒ（赤） 

ＹＲ（橙） 

Ｙ（黄） 

全範囲 

10以下 

ＧＹ（黄緑） 

Ｇ（緑） 
８以下 

ＢＧ（青緑） 

Ｂ（青） 

ＰＢ（青紫） 

Ｐ（紫） 

ＲＰ（赤紫） 

６以下 

Ｎ（無彩色）  

 

１ｍ ３.５㎡以下 

道路と敷地の境界線 

屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置 

 すべての広告物の高さは、地盤面から10ｍ以下とし、手賀沼の水辺、斜面林などの緑への眺めを遮らないよう配慮し

てください。 

 周辺から著しく突出する形態や素材の使用は控えてください。 

 光源を利用する場合は、過剰な光が散乱しないよう工夫してください。また、光源の点滅など動きのあるものとして

はいけません。 

 突出幅は１ｍ以下で、道路境界線を越えてはいけません。ま

た、広告物の上端は軒の高さよりも低くしてください。 

 掲出個数は、１棟につき１基です。ただし、道路に２面以上

接している場合は、それぞれの面に対して１基までにしてく

ださい。 

 １基当たりの表示面積は、３.５㎡以下にしてください。 

 表示面積の１／２以上の部分については、屋上広告物の色彩

基準と同じです。 

 

 

●屋屋上上広広告告物物  
 

●突突きき出出しし広広告告物物  
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軒の高さよりも低くする 
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 広告物または広告物を掲出する工作物の高さは、地盤面から10ｍ以下にしてください。 

 主要な広告物は、敷地当たり１基です。ただし、道路に２面以上接している場合は、それぞれの面に対して１基まで

とし、それ以外の広告物は、高さ２.５ｍ未満、表示面積２㎡以下にしてください。 

 野立て広告物は控えましょう。ただし、誘導案内板等で、公共サイン計画に適合するものは、この限りではありませ

ん。 

 広告物の高さと後退距離、表示面積、色彩の基準は以下のとおりです。 

 

 
高さ 

都市計画道路の境界線

から広告物の先端まで

の距離 

表示面積 
色   彩 

表示面 表示面以外 

2.5ｍ未満 － ２㎡以下 
表示面積の1／2以上の部分の色彩は、

屋上広告物の色彩基準と同じ 

明度６以下 

彩度６以下 

2.5ｍ以上 

５ｍ未満 
１ｍ以上 4.5 ㎡以下 

表示面積の2／3以上の部分の色彩は、

屋上広告物の色彩基準と同じ ５ｍ以上 

7.5ｍ未満 
２ｍ以上 3.5 ㎡以下 

7.5ｍ以上 

10ｍ以下 
３ｍ以上 1.5 ㎡以下 

表示面積の3／4以上の部分の色彩は、

屋上広告物の色彩基準と同じ 

 

 壁面から突出してはいけません。 

 同一壁面上に同一の内容の広告物は、１基としてください。 

 壁面の見付面積に対する割合は合計で１／10 以下とし、１

基当たりの表示面積は、３.５㎡以下としてください。 

 表示面積の１／２以上の部分については、屋上広告物の色彩

基準と同じです。ただし、切り文字とする場合は、この限り

ではありません。 

 

 

見付面積の１／10 以下、１基当たり３.５㎡以下 

手賀沼ふれあいライン特定地区の景観づくりの基準 

●壁壁面面・・窓窓面面利利用用広広告告物物  
 

２ｍ以上 

１ｍ以上 
3.5 ㎡以下 

4.5 ㎡ 

以下 

３ｍ以上 

1.5 ㎡以下 

道路と敷地の境界線 

ポールなどの色彩は、 
明度６以下、彩度６以下とする 

10ｍ以下 

7.5ｍ 

未満 

5ｍ未満 

2.5ｍ未満 
２㎡ 

以下 

●独独立立広広告告物物  
 

18 



19 

 

 

 

 

景観法・景観条例に基づく手続き 

※このパンフレットに掲載したカラーチャートは、印刷による色再現のため、実際のマンセル値とは異なります。 

※建築物等の色彩は小さなチップで検討するのではなく、大きな色見本を用意して慎重に選択してください。 

 

 

より良い景観づくりに向けて、事前相談をしてください。 
・ 具体的な計画を立て

る前に、他の法令とと

もに景観条例等を確

認してください。 

・ 計画にあわせ、景観に

関する事項について

事前に相談をしてく

ださい。 

問合せ・相談等 

 

屋外広告物 

事前協議 

（条例、法律に基づく手続の 30 日前

までに申請書を提出） ２部 
○助言、指導 

○必要に応じて景観アドバイザー相談 

（   月   日 ・  月   日） 

 

協議済み→副本返却 

景観計画区域内広告物表

示（設置）届出書の提出 

２部 

（県条例に基づく許可申

請の30日前までに届出） 

景観形成基本計画への適合の確認 

 

行為の着手 

完了写真の提出 

条例、法律に基づく手続き 

○ 我孫子市開発条例 

・事前協議申請 

○ 建築基準法 

・建築確認申請 

○ 森林法 

・伐採届 

 

千葉県屋外広告物条例

に基づく許可申請 

勧告 

・ 事前協議または広告

物の届出をしなかっ

た場合 

・ 事前協議または広告

物の届出に対する助

言、指導に従わない

場合 

公表 
・ 景観計画区域内広告

物表示（設置）届出、

景観法に基づく届出

において虚偽の届出

をした場合 

・ 景観法または景観条

例に基づく勧告に従

わない場合 

 

景観法に基づく、勧告、

変更命令、罰則 

 

条例、法律に基づく手続がある場合 その他 

景観法に基づく届出書の提出  1 部 

市の条例に基づき勧告・公

表を行う場合があります。 

助言・指導 

発行●我孫子市都市部都市計画課        2006 年 11 月 

〒270－1192 我孫子市我孫子 1858 番地      
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